
福　
祉　
課 
☎
８
９-

３
３
３
５

▼  

失
業
さ
れ
た
方
へ 

離
職
理
由
の
確
認
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
オ
ス
ト
メ
イ
ト
（
人
工
肛
門
や
人
工
膀
胱
を
し
て
い

る
人
）
の
ス
ト
ー
マ
ケ
ア
や
排
泄
の
処
理
な
ど
、
日
常

の
生
活
に
必
要
な
事
に
つ
い
て
医
師
や
看
護
師
の
講
演

並
び
に
医
療
相
談
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
ス
ト
ー
マ
用

装
具
の
展
示
も
あ
り
ま
す
。

○
と　

き　
５
月
23
日
（
日
曜
日
）

�

午
後
１
時
か
ら
午
後
４
時

○
と
こ
ろ　
福
山
市
市
民
参
画
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
福
山
市
本
町
１
番
35
号

�

（
Ｊ
Ｒ
福
山
駅
北
側
約
２
０
０
ｍ
）

○
講　

師　
福
山
市
民
病
院　
医
師
・
看
護
師

○
受
講
料　
無
料

●
問
い
合
わ
せ
先

問
い
合
わ
せ
先　
㈳
日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会

�

☎
（
０
８
４
７
）
４
３
‐
６
２
９
７

▼ 

オ
ス
ト
メ
イ
ト
の
た
め
の
講
習
会

　
集
会
所
等
の
土
地
や
家
屋
な
ど
、
公
益
の
た
め
に
直

接
使
用
し
て
い
る
土
地
及
び
家
屋
（
有
料
で
使
用
し
て

い
る
も
の
を
除
く
）
に
か
か
る
固
定
資
産
税
は
申
請
に

よ
り
減
免
と
な
り
ま
す
。

　
該
当
す
る
固
定
資
産
を
お
持
ち
の
方
は
、
５
月
21
日

▼ 

固
定
資
産
税
の
減
免
に
つ
い
て

住　

民　

課�

☎
８
９-

３
３
３
４

（
金
）
ま
で
に
役
場

住
民
課
税
務
係
ま
た

は
、
各
支
所
町
民
課

町
民
係
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

福　
祉　
課 

☎
８
９-

３
３
３
５

１
．
平
成
22
年
４
月
か
ら
の
変
更
内
容
に
つ
い
て

　
【
変
更
と
な
っ
た
理
由
】

　
平
成
22
・
23
年
度
の
２
年
間
の
医
療
給
付
費

を
推
計
す
る
と
、
一
人
当
た
り
の
医
療
費
が
増

加
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
た
め
保
険
料
率
を

増
加
し
ま
す
。

　
な
お
、
神
石
高
原
町
は
、
県
内
の
平
均
医
療

費
と
比
較
し
て
大
き
な
差
（
乖か
い
離り

）
が
あ
っ
た

た
め
、
特
例
に
よ
り
県
内
の
他
市
町
よ
り
、
約

６
・
75
％
低
い
保
険
料
均
等
割
額
及
び
所
得
割

率
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２ 

．
所
得
の
低
い
世
帯
の
被
保
険
者
に
対
す
る
保

険
料
軽
減
に
つ
い
て

　
所
得
の
低
い
世
帯
の
被
保
険
者
や
、
健
保
組
合

等
（
国
保
お
よ
び
国
保
組
合
は
除
く
。）
の
被
扶

養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
に
は
、
平
成
22
年
度
に

お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
９
割
軽
減
措
置

が
あ
り
ま
す
。

▼  
後
期
高
齢
者
医
療
制
度 

平
成
22
年
４
月
か
ら
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　

雇
用
情
勢
の
悪
化
が
深
刻
さ
を
増
す
な
か
、
国

で
は
、
リ
ス
ト
ラ
な
ど
で
職
を
失
っ
た
方
が
、
在

職
中
と
同
程
度
の
保
険
料
負
担
で
医
療
保
険
に
加

入
で
き
る
よ
う
、
国
民
健
康
保
険
税
等
の
負
担
軽

減
策
を
検
討
し
て
お
り
、
平
成
22
年
４
月
か
ら
実

施
さ
れ
ま
す
。

　

町
で
は
、
こ
の
負
担
軽
減
策
の
適
用
も
れ
を
防

止
す
る
た
め
、
現
在
国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
、

ま
た
は
今
後
国
保
に
加
入
す
る
方
の
う
ち
、
対
象

と
な
る
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
会
社
の
倒
産

や
リ
ス
ト
ラ
、
雇
い
止
め
な
ど
非
自
発
的
な
理
由

で
失
業
さ
れ
た
方
の
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。
次

の
要
件
に
該
当
す
る

方
に
つ
い
て
は
、「
雇

用
保
険
受
給
資
格
者

証
」
に
よ
り
離
職
理

由
を
確
認
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

○
対
象
と
な
る
方
（
要
件
）

　

現
在
国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
、
ま
た
は
今
後

加
入
す
る
方
で
、
次
の
①
～
③
す
べ
て
を
満
た
す
方

① 

平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
会
社
の
倒
産
や
リ

ス
ト
ラ
な
ど
非
自
発
的
な
理
由
で
失
業
さ
れ
た

方
②
失
業
時
点
で
満
65
歳
未
満
の
方

③ 「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」
の
「
離
職
年
月
日

理
由
」
欄
の
理
由
コ
ー
ド
が
次
に
該
当
す
る
方

　
「
11
、
12
、
21
、
22
、
31
、
32
」（
特
定
受
給
資
格
者
）

　
「
23
、
33
、
34
」（
特
定
理
由
離
職
者
）

○
手
続
き
（
確
認
方
法
）

● 

神
石
高
原
町
国
保
に
加
入
し
て
い
る
方

で
、
失
業
さ
れ
た
方

　

 （
平
成
22
年
４
月
１
日
以
降
も
加
入
し
て

い
る
方
）

　

こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
方
は
、「
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
」・
印
鑑
・
国
民
健
康

保
険
証
を
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
町
民
課
窓

口
ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※�

こ
の
負
担
軽
減
策
は
、「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」

が
な
い
と
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
紛
失
さ
れ

た
場
合
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
府
中
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

● 

今
後
、
失
業
に
よ
り
神
石
高
原
町
国
保
に

加
入
さ
れ
る
方

　

こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
方
は
、「
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
」
が
発
行
と
な
り
ま
し

た
ら
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※�

国
保
加
入
届
の
際
に
発
行
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

発
行
さ
れ
次
第
お
届
け
く
だ
さ
い
。

⑴
所
得
割
額
の
軽
減
に
つ
い
て

　
所
得
割
額
軽
減
分
の
所
得
割
額　
＝

　
（
総
所
得
金
額
等

－

基
礎
控
除
（
33
万
円
））
×

�

０・０
７
０
３�

×�

０・５

　

�―

線
の
金
額
が
58
万
円
以
下
の
方
は
、
所
得
割
額

が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

⑵
均
等
割
額
の
軽
減
に
つ
い
て

所得割率について
　　6.42％
　　　➡ 0.61％アップ

　　7.03％

均等割額について
　　36,372 円
　　　➡ 2,599円アップ

　　38,971 円

世帯内の被保険者と
世帯主の平成21年所得の合計額

軽減後の均等割額

変更前 変更後

33万円
以下
の場合

世帯内の被保険者全員が
年金収入80万円以下

（その他各種所得なし）の場合

９割軽減
3,637円／年

９割軽減
3,897円／年

上記以外の方 8.5割軽減
5,455円／年

8.5割軽減
5,845円／年

33万円＋24万５千円×被保険者数
（世帯主である被保険者を除く）

以下の場合

５割軽減
18,186円／年

５割軽減
19,485円／年

33万円＋35万円×被保険者数
以下の場合

２割軽減
29,097円／年

２割軽減
31,176円／年

※所得等の申告がない場合は上記軽減は適用されません。

３
．
保
険
料
に
関
す
る
通
知
書
に
つ
い
て

◎�

平
成
21
年
所
得
を
も
と
に
計
算
し
た
保
険
料
額
決

定
通
知
書
は
、
７
月
中
旬
に
お
届
け
し
ま
す
。

◎�

保
険
料
の
支
払
方
法
は
、原
則
、年
金
天
引
き
（
特

別
徴
収
）
と
な
り
ま
す
が
、
７
月
か
ら
９
月
は
納

付
書
等
（
普
通
徴
収
）
に
よ
り
お
支
払
い
い
た
だ

く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎�

保
険
料
に
関
す
る
通
知
書
が
届
い
た
場
合
に
は
、

計
算・支
払
方
法
等
の
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ
先

お
問
い
合
わ
せ
先

・
福
祉
課　
保
険
係　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
広
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

�

　
業
務
課
賦
課
収
納
係

　
☎
（
０
８
２
）
５
０
２
‐
３
０
６
０
（
直
通
）

「
地
球
は
ね　
笑
顔
が
つ
ま
っ
た　
星
な
ん
だ
」

○
期　

間　
５
月
１
日
～
５
月
31
日

　
子
ど
も
や
家
庭
、
子
ど

も
の
健
や
か
な
成
長
に
つ

い
て
社
会
全
体
で
考
え
る

こ
と
を
目
的
に
、
様
々
な

事
業
や
行
事
を
全
国
的
に

行
い
ま
す
。

▼ 

５
月
は
児
童
福
祉
月
間
で
す
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